
新たな地域医療構想の検討状況について
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内 容検討会

R6.12.18 とりまとめ最 終
新たな地域医療構想等に関す
る検討会令和６年度

検討会及びワーキンググループの議論の進め方等第1回

地域医療構想及び医療計画等
に関する検討会

令和７年度

医療機関機能・医療従事者の確保第２回

区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方第３回

医師偏在対策第４回

構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み第５回

医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等第６回

医師確保計画の見直し第7回※

● 現在、国では新たな地域医療構想策定のためのガイドラインについて、下記のとおり検討が進められている。
なお、在宅医療等はワーキンググループが設置され、個別に議論が進められている。

※R7.１１.１４開催

資料２





2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

区域点検・
見直し

必要病床数

医療機関機能の
確保

外来・在宅
介護との連携等

医療従事者の確
保

構想策定の具体的なスケジュール（案）

• 例として、入院医療に係る構想策定のスケジュールとして、今年度以降速やかに検討等を開始できる内容と、来
年度以降開始される予定の医療機関機能報告など、順次検討すべき内容がある。
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区域の点検
構想区域の見直し

必要病床数の算出
機能分化連携の議論

医療機関機能の確保
連携・再編・集約化の議論

慢性期需要等の見込みの共有
介護との連携等に係る議論

これまでの医師偏在対策等の
取組の推進

各職種の新たな確保対策も
踏まえた取組

取組の推進
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区域の点検・見直しにあたっての観点とデータ（案）

点検の観点 点検のためのデータ

東京など、人口の
極めて多い都市部

【区域内の効率的な医療提供体制の観点】
⚫ 極めて多くの医療機関が所在する中、連携・再編・集約化を進め、効率的な医療提供体

制を構築できるか。
⚫ 病床や医療機関機能について、区域内で医療資源の偏在がある場合、偏在を是正し、均

質な医療が提供できるか。 等

【都道府県内全体・周辺都道府県の医療資源の観点】
⚫ 医療資源や人口が極めて集中していることを踏まえ、都道府県における医療資源の偏在

を是正できるか。 等

○以下のデータについて、各区域
に加えて、都道府県内全体の体制
等も踏まえて検討する。
⚫ 人口推計
⚫ 医療機関数
⚫ 医師数
⚫ 機能別病床数
⚫ 医療の提供状況（緊急手術の件

数、患者の流出入の状況 等）
⚫ 個別の医療機関の医療提供実態

○また、区域内にアクセスの課題
がある地域がある場合には、当該
地域における以下のような取組に
ついてもあわせて検討する。
⚫ 患者のアクセス確保の手段
⚫ 隣接する県の医療資源

等

人口の少ない地域
⚫ 2040年やその先に向けても、医療資源に応じて、持続可能な医療従事者の働き方や医療

の質の確保に資するような急性期拠点機能を確保・維持できるか。
⚫ 医療資源が相対的に少ない中、周辺の相対的に人口や医療資源の多い区域と統合する必

要がないか。 等

その他 ⚫ 都道府県内で相対的に医療資源が多い区域である場合、医療資源の相対的に少ない周辺
の区域と統合する必要がないか。 等

• 区域については、人口推計や既存の医療資源、必要病床数、医療の提供状況等を踏まえて、2040年やその先に向
けて医療提供体制を検討する区域として適切かを点検、必要に応じて見直しすることとしてはどうか。その際、
人口規模に応じて、以下の点検の観点について検討することとしてはどうか。

• 都道府県が区域の点検のために必要なデータで、都道府県による把握が困難なものについては国からデータ提供
をすることとしてはどうか。
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必要病床数について （案）

• 必要病床数の算定に当たっては、医療技術の進歩や医療提供の効率化の取組等の複数の要因から受療率は低下してきて
いることを踏まえ、改革モデルとして受療率の低下を組み込んで計算することとしてはどうか。また、包括期機能につ
いて急性期機能の病床にかわって高齢者等の急性期患者を受け入れることや回復期リハビリテーションの効率的な提供、
医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組による効率化等を、改革モデルとして組み込むこととしてはどうか。

• 病床機能報告において、病床機能区分の選択にあたって客観的な報告に資するよう、入院料の種類ごとに対応する機能
区分の目安を整理することとしてはどうか。
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• 2025年に向けた地域医療構想において、必要病床数は、機能別の病床数の必要量を推計した上で、将来における病床
の機能分化・連携の推進を目的に活用してきた。足元の性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらないと仮定
し、必要となる病床数の推計（現状投影）した。

• 他方、がんをはじめとする急性期の入院医療の提供は効率化が進み、在院日数の減少や、外来治療への移行等の取組が
進んでいる。また、地域医療構想の取組等により入院受療率は低下し、実際の入院患者数は推計よりも減少している。

• 回復期リハビリテーション病棟における疾患は、脳血管疾患と整形外科が多い。脳血管疾患の患者数は、年々減少して
きており、急性期を経過し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした集中的なリハビリテーションを受ける患者数も減少
することが考えられる。整形外科疾患について、地域包括ケア病棟と比較して、同じ疾患であっても平均在院日数が長
い。大腿骨近位部骨折については、急性期の入院後、自院で急性期以外の病棟に転棟して退院するより、他の医療機関
に転院した場合の方が在院日数は長い傾向がある。

• 今後包括期を担うと期待される病棟が整備されており、急性期の病院から他院でリハビリテーションのため入院される
場合でも個別の協力・連携体制が構築されている事例がある。

• 病床機能報告について、県ごとに独自の基準が設定され、報告実態にばらつきがある。

９
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区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方（案）

地方都市型

大都市型

• 将来の手術等の医療需要を踏まえ、
区域内に複数医療機関を確保

• 都道府県からの依頼等を踏まえ、
地域の医療機関へ医師を派遣する

※人口20万人〜30万人毎に１拠点を確保す
ることを目安とする。

人口の
少ない地域

在宅医療等連携機能急性期拠点機能 高齢者救急・
地域急性期機能

• 手術等の医療資源を多く投入する
医療行為について集約化し区域内
に１医療機関を確保する

• 地域の医療資源に応じて、高齢者
救急・地域急性期機能や在宅医療
等連携機能をあわせて選択するこ
とも考えられる

※大学病院本院が区域内にある場合、大学
が担う医療の内容等を踏まえた上で、必要
に応じて大学病院本院と別に医療機関を確
保しうる

• 高齢者救急の対応の
他、骨折の手術など、
頻度の多い一部の手
術についても対応

• 診療所による在宅医療
の実施が多い場合、そ
うした診療所や訪看ス
テーション等の支援

• 高齢者施設等からの患
者受入等の連携

• 将来の手術等の医療需要を踏まえ、
区域内に１〜複数医療機関を確保

• 都道府県からの依頼等を踏まえ、
地域の医療機関へ医師を派遣する

※人口20万人〜30万人毎に１拠点を確保す
ることを目安とする

• 高齢者救急の対応
• 手術等が必要な症例に

ついては地域の医療資
源に応じて、急性期拠
点機能を有する医療機
関へ搬送

• 地域の在宅医療の提供
状況に応じて、在宅医
療・訪問看護の提供や
後方支援を実施

• 高齢者施設等からの患
者受入れ等の連携

• 診療所による在宅医療
の実施が少ない場合、
自ら在宅医療や訪問看
護を提供

• 高齢者施設等からの患
者受入れ等の連携

専門等機能

• 特定の診療科に
特化した手術等
を提供

• 有床診療所の担
う地域に根ざし
た診療機能

• 集中的な回復期
リハビリテー
ション

• 高齢者等の中長
期にわたる入院
医療 等
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• 地域の医療資源の範囲
内で高齢者救急の対応

• 手術等が必要な症例に
ついては急性期拠点機
能を有する医療機関へ
搬送

※ 地域の実情に応じて、複数の医療機関機能の選択が可能

現在の人口規模
の目安

100万人以上
※東京などの人口の極

めて多い地域において
は、個別性が高く、地
域偏在等の観点も踏ま
えつつ別途整理

〜30万人
※20万人未満の地域

については、急性
期拠点機能の確保
が可能かどうか等
について特に点検
し、圏域を設定

区域

50万人程度

※ 区域の人口規模については、現在の人口規模に加えて、必要に応じて、2040年の人口等も踏まえながら、どの区域に該当するか等を地域で検討
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地域医療構想調整会議における検討事項等について（案）

具体的な検討事項 主な参加者 会議の範
囲

全体的な事項 • 地域医療構想の進め方 医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会

構想区域
都道府県

医療機関機能 • 構想区域ごとに確保すべき医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、
在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能）及び広域的な観点
で確保すべき医療機関機能（医育及び広域診療機能）に着目した、医療
機関機能の確保

医師会、病院団体 構想区域
都道府県

外来医療 • 不足する医療提供のための方策（外来の機能分化・連携、診療所の継承
支援、医師の派遣）

• オンライン診療を含めた遠隔医療の活用、巡回診療の推進

医師会、病院団体 構想区域

在宅医療 • 不足する医療提供のための方策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、
医療機関や訪問看護の在宅対応力の強化、在宅患者の24時間対応の中小
病院等による支援、巡回診療の整備）

• DtoPwithNによるオンライン診療や医療DXによる在宅医療の効率的な提
供に向けた方策

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

構想区域
在宅医療圏

介護との連携 • 慢性期の医療需要に対する受け皿整備の検討（在宅医療、介護保険施設、
療養病床）

• 患者の状態悪化防止や必要時の円滑な入院に向けた医療機関と介護施設
等の具体的な連携

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

構想区域
市町村

医療従事者の確保 • 区域における不足・都道府県内の偏在に対する方策（大学病院本院、関
係団体と連携した取組を含む）
※既存の協議体で検討している場合、調整会議における検討が新たに必

要となる事項について検討

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会
※議題に応じて選定

構想区域
都道府県

精神病床 法案改正後に検討

大学病院の役割・医
師の派遣

• 医師派遣・配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナー
シップの締結推進

医師会、大学病院本院、病院団体 三次医療圏

※現行のガイドラインにおいて、医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定することとされている。
26※患者団体や有床診療所団体など、参加者や会議の範囲については、各都道府県において柔軟に設定。
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Ⅰ 経緯・背景
１ ガイドラインの目的
２ 位置づけ
３ 新たな地域医療構想の対象について
４ 背景となる地域毎の課題
５ 医療計画との関係
６ これまでの地域医療構想について

Ⅱ 地域医療構想の策定
１ 地域医療構想の策定の進め方について
２ 構想区域について
３ 医療機関機能・病床機能と、当該機能を

踏まえた需要推計の基本的な考え方
４ 入院医療に関する取組について
５ 外来・在宅医療に関する取組について
６ 介護との連携について
７ 医療従事者の確保について

ガイドラインの構成（案）

Ⅲ 取組の推進について
１ 地域での課題等の共有
２ 知事権限について
３ 地域医療介護総合確保基金の活用について
４ 地域医療構想の実現に向けた柔軟かつ実践

的な点検・プロセス・評価の観点
Ⅳ 地域医療構想と医療計画の関係等

１ ５疾病６事業との関係について
２ 地域医療構想調整会議とその他の会議体と

の関係について

概論

策定まで

策定後

• 新たな地域医療構想の策定ガイドラインについて、現在の地域医療構想策定ガイドラインを踏襲しつつ、新たな地域
医療構想の対象が多岐にわたることに対応して議題の整理やグランドデザインなどのアップデート、合意形成等を踏
まえた構成としてはどうか。

※医療法等の一部を改正する法律案が継続審議となっているところ、国会審議
等を踏まえて変更することも考えられる。
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